
参

考
３

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
三
十
六
号

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第

百
十
号
）
第
九
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及

び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
九
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
行
動
の
制
限
を
次
の
よ
う

に
定
め
、
同
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
七
月
十
五
日
）
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

尾
辻

秀
久

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
九
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
行
動
の
制
限

一

信
書
の
発
受
の
制
限
（
刃
物
、
薬
物
等
の
異
物
が
同
封
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
受
信
信
書
に
つ
い
て
、
心
神

喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号

又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
に
よ
り
指
定
入
院
医
療
機
関
に
入
院
し
て
い
る
者
（
以
下
「
入
院
対
象
者

」
と
い
う
。
）
に
よ
り
こ
れ
を
開
封
さ
せ
、
異
物
を
取
り
出
し
た
上
入
院
対
象
者
に
当
該
受
信
信
書
を
渡
す
こ
と
は



、
含
ま
れ
な
い
。
）

二

裁
判
所
及
び
地
方
厚
生
局
の
職
員
、
法
務
局
、
地
方
法
務
局
そ
の
他
の
人
権
擁
護
に
関
す
る
行
政
機
関
の
職
員
並

び
に
入
院
対
象
者
の
代
理
人
又
は
付
添
人
で
あ
る
弁
護
士
と
の
電
話
の
制
限

三

裁
判
所
及
び
地
方
厚
生
局
の
職
員
、
法
務
局
、
地
方
法
務
局
そ
の
他
の
人
権
擁
護
に
関
す
る
行
政
機
関
の
職
員
並

び
に
入
院
対
象
者
の
代
理
人
又
は
付
添
人
で
あ
る
弁
護
士
及
び
入
院
対
象
者
又
は
保
護
者
の
依
頼
に
よ
り
入
院
対
象

者
の
代
理
人
又
は
付
添
人
と
な
ろ
う
と
す
る
弁
護
士
と
の
面
会
の
制
限


